
多様な職業能力開発の機会を確保し、生
産性の向上に向けた人材育成を強化する
こと

（施策番号Ⅵ－１－１）
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離職者に対するハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）の流れ

求
職
者

就
職

職業相談
・労働市場や求人状況の説明、職務経歴書の作成支援等
⇒必要に応じて担当者制のキャリアコンサルティング

・職業訓練の受講が必要であると認められる者に対して
受講あっせん

職業紹介

新たなスキル
の習得

各都道府県ごとに地域の関係者による地 域訓練協議会を開催
⇒ 地域の訓練計画を策定

○学識経験者 ○産業界関係者（商工会議所、中央会、労組等） ○教育訓練機関等 ○都道府県（商工労働部等） ○労働局 等

職業訓練

R1年度実績
公共職業訓練（離職者訓練）

求職者支援訓練
計 施設内訓練 委託訓練

受講者数 104,255人 32,568人 71,687人 21,020人

訓 練 規 模 R2年度計画 R3年度予算

公共職業訓練（離職者訓練） 16.8万人 16.9万人

うち施設内訓練 3.3万人 3.4万人

うち委託訓練
（うち短期の訓練）

13.5万人
（10.3万人）

13.5万人
（12.1万人）

求職者支援訓練 5.0万人
（当初2.8＋補正2.2）

5.1万人

訓練実施機関（ポリテクセンター、

都道府県訓練校、民間教育訓練機関）

うち主な分野別
公共職業訓練
（離職者訓練）

求職者支援訓練

事務・情報系 54,079人 11,599人

製造・建設系 17,769人 666人

介護系 11,102人 1,333人

ニーズを吸い上げて
多様な訓練コースを設定

ハローワーク

受講あっせん
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○ 国は、全国にわたり、離職者が再就職に必要な技能及び知識を習得するために必要な職業訓練を実施し、
雇用のセーフティネットとしての訓練機会を担保しています。

○ 主にものづくり分野を中心とした訓練を実施

・ テクニカルオペレーション科

・ 金属加工科

・ 電気設備技術科

・ スマート生産サポート科

・ ビル管理技術科

・ 住環境計画科

○ 対象 離職者（ハローワークの求職者）

○ 訓練期間 標準６か月

就業範囲の拡大と多様化する職務に対応し、より再就職に資する訓練とするため、3か月ごとに
仕上がり像（訓練目標）を設定（６か月で２つの関連する職務に係る仕上がり像を設定）。

高齢・障害・求職者雇用支援機構（ポリテクセンター）

主な訓練コース例

（例）NC旋盤加工実習

離職者訓練（施設内訓練）の概要
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離職者等再就職訓練事業（委託訓練）の概要

都道府県等（職業能力開発校）

ハローワーク 企業

○ 地域の雇用情勢等を踏まえ訓練実施計画の作成
○ 個々の離職者の多様なニーズに応じた委託訓練コースの設定・委託訓練実施機関の調達
○ 委託訓練の委託先を巡回訪問し、効果的な就職支援を行うための必要な助言、指導

職業紹介職業相談

求職申込み

○ 能力開発政策の方針や全国計画の策定
○ 都道府県等の訓練実施計画の確認・予算の交付（契約）

委託契約

就職

＜主な訓練コース＞
① 早期再就職に必要な知識と技能を習得する職業訓練

（例：経理事務科、情報処理科、介護実務者科など））

② より高度な技能や資格取得を目指す職業訓練
（例：介護福祉士養成科、保育士養成科、プログラミング言語習得科、建設人材育成科など）

③ 訓練生の個別の事情に配慮した職業訓練
（例：定住外国人向けコース、母子家庭の母等の自立促進コース、ｅラーニングコースなど）

就職

委託契約

厚生労働省

委託訓練実施機関（民間教育訓練機関等）

職業能力開発促進法
第15条の7第3項に基づき実施

国と都道府県等が委託契約を結び都道府県等が事業の実施主体となって、民間教育訓練機関や学校教育機関等の多様な教育資
源を活用し、離職者の多様なニーズに応じた職業訓練を実施することにより、早期の就職を支援するもの。

離職
者

受講
あっせん

訓練
修了

〔受講料〕

無料（ただし、テ
キスト代等は自

己負担）
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生産性向上人材育成支援センターにおける中小企業等の人材育成を支援する取組

人手不足の深刻化や技術革新の進展の中で、中小企業等が事業展開を図るためには、従業員を育成するとともに、企業が
生み出す付加価値（労働生産性）を高めていくことが必要となっています。
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構では、全国の公共職業能力開発施設（ポリテクセンター・ポリテクカレッジ等）

に「生産性向上人材育成支援センター」（生産性センター）を設置し、企業の人材育成に関する相談支援から、課題に合わ
せた人材育成プランの提案、職業訓練の実施まで、中小企業等の人材育成に必要な支援を一貫して行っています。

“設計・開発、加工・組立、工事・施工、検査、設備保全”
など“ものづくり分野”において、実習を中心としたカリ
キュラムにより、「技能・技術などの向上」や「新たな
製品づくり」といった生産現場の課題を解決するための
訓練コースを体系的に実施しています。

○訓練日数
概ね２～５日（12～30時間）

○受講料（１人あたり平均）
13,000円程度

○主な訓練分野

“生産管理､IoT・クラウドの活用、組織マネジメント、生涯キャ
リア形成、マーケティング、ＩＴによる業務改善”など、あらゆ
る産業の生産性向上に効果的なカリキュラムにより、企業が生産
性を向上させるために必要な知識などを習得する訓練コースを、
専門的な知見を有する民間機関等を活用して実施しています。

○訓練日数
概ね１～５日（６～30時間）
（ＩＴ業務改善は４～30時間）

○受講料（１人あたり・税込）
3,300円～6,600円
（ＩＴ業務改善は2,200～4,400円）

○主な訓練分野

「研修を行いたいが講師がい
ない」「研修を行いたいが機
械を止められない」「研修場
所がない」といった企業の要
望に応じて、機構の職業訓練
指導員（テクノインストラク

ター）を企業に派遣することや、
ポリテクセンター等の機構施
設・設備（会議室、実習場及
び訓練用設備・機器）の貸出
しを行っています。

高度な技能・技術の習得を支援
（在職者訓練/能力開発セミナー）

生産性向上に必要な知識等の習得を支援
（生産性向上支援訓練）

職業訓練指導員の派遣
施設･設備の貸出

１.人材育成に関する相談

担当者が企業を訪問して人材育成
に関する課題や方策等を整理

２.人材育成プランの提案

課題等に合わせて以下のメニュー
の中から最適なプランを提案

３.職業訓練の実施

企業の人材育成プランに応じて
職業訓練の実施や指導員を派遣

支援の流れ

ＪＥＥＤ
ホームページ
生産性センターの
支援メニューを紹介
しています。

◎機械設計 ◎機械加工 ◎金属加工

◎制御システム設計 ◎通信設備設計
◎電気設備工事

◎建築計画 ◎測定検査 ◎設備保全

◎生産管理 ◎品質保証・管理 ◎バックオフィス

◎データ活用 ◎情報発信 ◎倫理・セキュリティ

◎営業・販売 ◎マーケティング ◎企画・価格

◎組織マネジメント ◎生涯キャリア形成

機械系

電気・電子系

居住系
ＩＴ業務改善

売上げ増加

横断的課題

生産・業務プロセスの改善

3
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認定職業訓練の概要

１ 職業訓練の認定

事業主等が行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、都道府
県知事の認定を受けることができ、この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練という。（職業能力開発促進法第13条、第24条）
また、認定職業訓練の修了者は、技能検定の受検における学科試験の免除等を受けることができる。

４ 認定訓練助成事業費補助金（令和3年度予算額：954,903千円）
・中小企業事業主等が認定職業訓練を行う場合、以下の補助金が受けられる。

２ 認定職業訓練施設数、訓練生数（令和元年度）
施設数：1,103 訓練生数：約20.5万人

区 分 対象者 要件等 負担割合(上限)

運営費
中小企業事業主又は中小企業事業主
団体、若しくは職業能力開発促進法
第13条に規定する職業訓練法人等

左記の者が単独又は共同して行う
認定職業訓練の運営等

国 １／３
都道府県 １／３

施設・設備費

都道府県、市町村、中小企業事業主
又は中小企業事業主団体、若しくは
職業能力開発促進法第13条に規定す
る職業訓練法人等

左記の者が行う認定職業訓練のた
めの職業訓練共同施設の設置及び
職業訓練共同設備の設置又は整備
に要する経費

都道府県が設置する場合
国 １／３

市町村、職業訓練法人等が設置する
場合
国 １／３
都道府県 １／３

３ 認定職業訓練の特色
・訓練科は建築、金属・機械加工、情報処理、和洋裁、調理等
・中小企業が共同で訓練施設を運営している場合が多い

※ なお、複数の都道府県にまたがる中小企業事業主団体等が運営するものについては、運営に要する経費の１／２（一定の要件を満
たす全国団体は２／３）を広域団体認定訓練助成金により国が助成（令和3年度予算額：106,395千円）。
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委託

建設労働者育成支援事業

○事業内容 ・訓練職種・コース選定、カリキュラム・教材開発
・訓練生募集、実習機関のコーディネート、訓練実施
・ハローワーク・職種別団体と連携した就職支援（無料職業紹介）

○対象職種 人材不足が顕著な建設技能職種（型枠工、鉄筋工、とび工の野丁場建設躯体職種及び電気・配管等の

建設設備職種）

○養成期間 １～６月程度（多能工養成は１年以内）

○実施体制 中央拠点と複数の地方拠点を設置し実施

○実習機関 富士教育訓練センター（静岡県）、三田建設技能研修センター（兵庫県）等を活用

国（厚生労働省）

建
設
業
団
体
傘
下
企
業
等

建設産業関係事業団体等

技術的支援・協力

全
建
・日
建
連
等
・大
手
ゼ
ネ
コ
ン
各
社
等

就職

離転職者、新卒者、未就職卒業者等について、座学、実習等の訓練から就職支援までをパッケージとして行い、建設業界の人手不足解消を支援す
る。

訓
練
生
確
保

訓練実施

・座学
・実習
・現場見学

ハローワーク

新聞求人広告

高校等訪問開拓

ハローワーク及
び職種別団体
と連携した就職
支援

※全建・・・（一社）全国建設業協会（地方ゼネコン各社で構成）、日建連・・・（一社）日本建設業連合会（大手、準大手ゼネコン各社で構成）

令和３年度予算額 570,971（633,790）千円
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転職、異動、教育訓練の受講等

・ 本人の興味・適性等の明確化
・ キャリアの棚卸し（どのような職業能力があり、何が課題か確認）
・ 職務に求められる能力、キャリアパス等の理解のための支援

・ 中長期的及び短期的目標の設定、職業生活設計のための支援
・ 教育訓練等に関する情報提供、動機付け

・ 本人の実行状況を把握しつつ、必要に応じて支援

職務経験や教育訓練の受講等を積み重ねていくことによる
段階的な職業能力の形成（キャリア形成）

本人の希望・能力と今後の課題の明確化

「長期的なキャリアプラン」と「当面の目標」の設定

「職業能力開発」など、具体的な行動の実行

新たな職業又は新たなキャリアアップへ

キャリアコンサルティングについて

（一般的なキャリアコンサルティングの流れ）

「キャリアコンサルティング」とは：
労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、

助言及び指導を行うこと（職業能力開発促進法第２条第５項）

自らのキャリアに対する
不安・目標の不明確さ等

（キャリアコンサルティングの実施風景）
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キャリアコンサルタントについて

≪各領域において期待されるキャリアコンサルタントの活動内容の例≫

【ハローワークなど労働力需給調整
機関】

◇ 求職者の職業選択の方向性・
職業生活設計の明確化

◇ 上記を通じた就職活動の支援
又は職業訓練機関
への橋渡し

【教育機関】

◇ 学生の職業選択・職業生活設
計・学びの方向性の明確化

◇ 上記を通じた円滑な就職活動
の支援

【企業】

◇ 被用者の目指すべき職業生
活・職業生活設計の明確化

◇ 上記を通じた就労意欲・能力
開発の意欲の向上や「気づき」の
機会の提供

！

○ キャリアコンサルタントは、職業選択、職業生活設計、職業能力開発に関する相談に応じ、助言・指
導（キャリアコンサルティング）を行う専門家（名称独占の国家資格）。

※第189回通常国会で成立した勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律（平成27年法律第72号）による職業能力開発促進法
（昭和44年法律第64号）の一部改正により、平成28年４月１日より「キャリアコンサルタント」が国家資格化。

○ キャリアコンサルタントは、５年ごとの更新制とすることで、最新の労働市場等に関する知識やキャ
リアコンサルティングに関する技能が確保され、また、守秘義務等を課すことで、個人情報や相談内
容の秘密が守られ、労働者等にとって安心して相談を行うことが可能。

○ キャリアコンサルタントは、需給調整機関、企業、教育機関等の幅広い分野で活躍。

○ 令和３年５月末現在、キャリアコンサルタント登録者数は61,550人。
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職業生活の節目でのキャリアコンサルティングの実施 ～従業員の主体的なキャリア形成の促進～

社内／外のキャリアコンサルタントによるキャリア研修及びキャリアコンサルティング

〇実施形態の例
・キャリアの一定の段階ごとに定期的に実施
・特定の条件にある従業員を対象に実施

【中堅】
・ライフキャリアの後半戦に向けたモチ
ベーションの維持、中長期的キャリア
を見通して必要な能力開発に積極的
に取り組む意識の向上
・職場メンバーのキャリア開発に対す
る理解 等

【若手（入社時等）】
・キャリアプラン作りの支援を通した
職場定着や仕事への意欲の向上
・目標に照らした今後の課題の
抽出とその解決策の明確化、
実行の動機付け 等

【シニア層】
・これまでのキャリアの棚卸しと
目標の再設定
・職務・責任の変化や新たな環
境への適応などの課題抽出と
その解決策の明確化、
実行の動機付け 等

○ 「セルフ・キャリアドック」とは、企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と
多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の支援を実施し、従業員の主体的なキャ
リア形成を促進・支援する総合的な取組み、また、そのための企業内の「仕組み」のこと。

セルフ・キャリアドックについて

・キャリア目標の明確化
・仕事への意欲の向上
・計画的な能力開発
・満足度の向上 等

・人材の定着
・組織の活性化
・生産性の向上

従業員の課題への支援

組織の課題への対応- 10-

http://2.bp.blogspot.com/-4-LfQ6h5y8A/V8joklltwpI/AAAAAAAA9c0/omK-jRQDkxAzgwVgqDqbknIGRhEA7cI3ACLcB/s800/stand_businessman_ojisan.png


ジョブ・カード制度について

○ 免許・資格、学習・訓練歴、雇用型訓練、公的職業訓練をはじめとする訓練の評価、職務経験、仕事ぶりの評価の情報を蓄積し、応募書類等として活用

○ 個人が履歴、職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積の上、
キャリアコンサルティングを受けつつジョブ・カードを作成。

○ 職業生活の様々な場面・局面における活用。

 生涯を通じたキャリア・プランニングのツール

 職業能力証明のツール

目 的

○ 個人の状況に応じた職業能力開発、多様な人材の必要な分野への円滑な就職の支援等のため、生涯を通して活用

○ 厚生労働大臣が「職務経歴等記録書」(ジョブ・カード)の様式を定めている
（職業能力開発促進法第15条の4第1項）。
○ 個人が、各様式に記入（必要に応じてキャリアコンサルティング等の支援）、
場面に応じて活用。

様式の構成

・様式１ キャリア・プランシート

・様式３－３ 訓練成果・実務成果シート

・様式２ 職務経歴シート

・様式３－１ 免許・資格シート

・様式３－２ 学習・訓練歴シート

様式
１

様式
２

様式
３－１

様式
３－２

様式
３－３

周知・広報

○ジョブ・カード制度総合サイト

・ジョブ・カードの各様式やその記入例を
提供。

・ジョブ・カード作成支援、履歴書・職務経
歴書が作成できる「ジョブ・カード作成支援
ソフトウェア（ＷＥＢ版含む）」等を提供。

○キャリア形成サポートセンターHP

・企業や学校におけるジョブ・カードの活用事例を紹介。

・セミナー、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、
利用者の声等をSNSにより情報発信。

職業能力証明シート

○ 個人が生涯活用するキャリア・プランニング及び職業能力証明のツールとして普及を促進。

キャリア教育 就職活動 職場定着

キャリア形成 キャリアチェンジ 転職

職業訓練
キャリアプラン
再設計

セカンドキャリア

○パンフレット・動画
・ジョブ・カードの作成方法を説明する活用ガイドを配布。

・求職者・在職者、事業主、学生など幅広い層へジョブ・
カードの活用を簡単に紹介する動画を配信。

10
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○ 受検申請者数の推移（過去６年）

○ 技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地
位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づき昭和34年から実施。
○ ものづくり分野を中心に、技能のウエイトが高く、全国的に需要を有する分野を対象に、国が主体となり全国、
業種・職種共通の基準の下で制度を構築・運営。

１．概要

○ 厚生労働大臣が厚生労働省令で定める職種ごとに、厚生労働省令で定める等級（特級、１～３級など）に区分し
て、レベルに応じた技能・知識の程度を、実技試験及び学科試験により客観的に評価。令和３年４月１日現在、130職
種（うち建設・製造業関係は造園、さく井、金属溶解、機械加工など100職種。ファイナンシャル・プランニングなどサー
ビス業関係は30職種）。
○ 技能検定に合格した者は、「技能士」と称することができる（いわゆる名称独占資格）。
○ 都道府県が実施する方式（現在111職種）に加え、平成13年に、厚生労働大臣が一定の要件を満たすものとして指
定する民間団体が実施する指定試験機関方式（現在19職種）を導入。

２．実施内容

○ 令和２年度は全国で約71.6万人の受検申請があり、約29.9万人が合格。 （累計では延べ約764万人が「技能士」）
○ 令和２年度の受検申請者数が多い職種は、ファイナンシャル・プランニングの約43.5万人（対前年度比8.4％減）、
機械保全の約2.6万人（同34％減）、とび約1.6万人（同10％減）。

３．実施状況

(人)

機械加工職種

建築大工職種

ｳｪﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ職種

○ 職種数の推移

＊都道府県実施方式分・指定試験機関方式分を合わせた全数

技能検定制度の概要

5
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65

142

133

137
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130

0
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60

90

120

150
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1
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1

0

H
1

3
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1

6
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1

9

H
2

2

H
2

5

H
2

8

R
1

職

種

数

開始職種数

統廃合職種数

累 計

類似職種の統合を
集中的に行った

新職業訓練法の施行に伴い、
職種の名称変更を行った

職種の整理統合を
集中的に行った

指定試験機関
を導入した

706,144 
757,380 784,048 807,306 871,452 

716,200 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

合計 1級 2級 3級
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技能検定職種

建設関係

窯業・土石関係

金属加工関係

一般機械器具関係

電気・精密機械器具関係

食料品関係

衣服・繊維製品関係

木材・木製品・紙加工品関係

プラスチック製品関係

貴金属・装身具関係

印刷製本関係

その他

（注 ：下線の１9職種については、指定試験機関（民間機関）において実施（令和３年４月１日現在）。
なお、 の11職種については、若者の受検料減免対象外。）

造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、築炉、
ブロック建築、エーエルシーパネル施工、タイル張り、配管、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施
工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施
工、バルコニー施工、ガラス施工、ウェルポイント施工、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ

陶磁器製造

金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、工場板金、
めっき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、仕上げ、切削工具研削、ダイカスト、金属材料試験

機械検査、機械保全、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、
縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整備、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図

電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、

光学機器製造、電気製図

パン製造、菓子製造、製麵、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、酒造

染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、和裁、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製

機械木工、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、畳製作、表装

プラスチック成形、強化プラスチック成形

時計修理、貴金属装身具製作

プリプレス、印刷、製本

ウェブデザイン、 、ピアノ調律、 、 、 、

、 、着付け、 、 、 、ビル設
備管理、園芸装飾、ロープ加工、情報配線施工、化学分析、印章彫刻、ガラス用フィルム施工、塗料調色、義肢・装具製作、

舞台機構調整、工業包装、写真、 、ビルクリーニング、 、産業洗浄、商品装飾展示、フラワー装飾

技能検定職種一覧表（130職種）

色づけ

キャリアコンサルティング ファイナンシャル・プランニング 知的財産管理 金融窓口サービス

レストランサービス

調理 ハウスクリーニング

接客販売 フィットネスクラブ・マネジメントブライダルコーディネート ホテル・マネジメント 12
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就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コースの実施

就職氷河期世代の方向けの「短期資格等習得コース」により、短期間で取得でき、安定就労につながる資格等の習得を支
援するため、業界団体等に委託し、訓練と職場体験等を組み合わせ、正社員就職を支援する出口一体型の訓練を行う。さ
らに、求職中の非正規雇用労働者の方が働きながら受講しやすい夜間、土日やeラーニング等の訓練を提供する。

厚生労働省

委託

業界団体等

○短期間の訓練
○夜間、土日、eラーニング
等の訓練

●ＩＴ系エンジニア
●小型クレーン、フォークリフト、安全講習
●自動車運転免許（大型一種、大型二種、
中型、準中型） 等

資
格
・
技
能
例

○事業の周知・広報 ○事前ガイダンス ○キャリアコンサルティング(※直接
申込者）○カリキュラム、教材開発 ○就職支援コーディネーターの支援によ
る職種別団体等と連携した実習先のコーディネート ○処遇改善の働きかけ

○業界団体傘下の求人事業所において、半日から３日
間程度の職場見学・職場体験

○ハローワーク等と連携した就職支援

求職者向け
支援

正社員
への転換

正社員
就職

出口一体型

求職者

業界団体
傘下の

非正規雇用
労働者

を雇用する
事業所

・キャリアコンサルティング
・求職者送り出し
・業界団体と連携した
求人開拓

・職業紹介

ハローワーク

直接申込

非正規雇用
労働者の
送り出し

○必要に応じて雇用事業所において、ＯＪＴを実施
等

非正規雇用
労働者向け

支援

労働局

就職支援コーディネーター（人材開発支援分）
管内の職場見学・職場体験をコーディネートを行う者。
本事業では、効果的な職場見学・職場体験の実施等を
支援する。

サポート

※
本事業で実施される訓練、職場見学・

職場体験等については、職業訓練受講給
付金の給付対象とする。 - 14-



就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援

就職氷河期世代の方々の活躍の促進を図るためには、各地域においても、行政、経済団体、業界団体等
各界一体となっての取組を進めることが重要であることから、企業説明会等を通じた各種支援を実施。

都道府県ごとに設置する就職氷河期世代活躍支援プラットフォームの取組の一環として、各地域におい
て、都道府県をはじめとする各界の参画を得て企業説明会等を行い、就職氷河期世代の積極採用や正
社員化等の支援、行政支援策等の周知等に取り組む。

事
業
内
容

委託

都道府県プラット
フォーム

（主に労働局が都道府県の協
力を得て事務局機能を担う）

＜例＞
・就職氷河期世代合同企業説明会・面接会
・ハローワーク・サポステ等の特別
相談ブース
・就職氷河期世代を対象としたセミナー
・能力開発施設、支援機関、採用企業等
へのメディアツアー 等

参加

不安定就労者、
保護者等

企業、業界団体

地域のメディア

民間企業

- 15-



就職氷河期世代等に対する積極的な広報の実施

○ 就職氷河期世代には、これまで不安定な就労を繰り返しており、自己評価が低い傾向にあることや、安定就労に向けてスキ
ルアップや転職活動を行う時間的・経済的・心理的余裕がないことから、就労・正社員化に向けた具体的な行動を起こせず
にいる方々、そもそも、就労や正社員を目指すこと自体をあきらめている方々が一定数存在すると考えられる。

○ そこで、ご本人やそのご家族、関係者に対して、「安定就職・社会参加の途を社会全体で用意・応援しています。」ということ
を効果的に伝えるため、関係省庁・経済団体との連携、地域ごとのプラットフォームの活用などのあらゆるルートを通じた広報
を展開する必要がある。

集中プログラムの期間中実施（３年間）

不安定就労者

長期無業者

家族 関係者
事業所

様々なメディアの活用

専用ＨＰ
厚生労働省
就職氷河期
世代活躍
支援プラン
（各施策）

詳細を確認

就職氷河期世代に対する国の各種支援策について、インターネット広告、ＳＮＳ広告等のメディアを活用し、就職氷
河期世代本人やその家族等、それぞれの置かれている状況を踏まえ、様々なルートを通じた広報を実施する。

【活用メディアの例（予定）】
・ＳＮＳ広告 ・動画広告 ・インターネットバナー広告 ・専用ＨＰ ・ポスター ・リーフレット 等

事
業
内
容
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技能実習制度の仕組み

技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

【企業単独型】 日本の企業等が海外の現地法人，合弁企業や取
引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ，ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）
実習

実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ，ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり，公的な技能評価制度が
整備されている職種

②対象者 ：所定の技能検定等（基礎級等）の学科試験及び
実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検

が必須）

【団体監理型】非営利の監理団体（事業協同組合，商工会等）が技能実
習生を受入れ，傘下の企業等で技能実習を実施

○技能実習制度は，国際貢献のため，開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長5年間）に限り受け入れ，ＯＪＴを通じて技能を
移転する制度。（平成５年に制度創設）

○技能実習生は，入国直後の講習期間以外は，雇用関係の下，労働関係法令等が適用されており，現在全国に約３８万人在留している。

技
能
実
習
1
号

実
習

技
能
実
習
2
号

実
習

技
能
実
習
3
号

実
習

講
習

2
年
目

3
年
目

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

4
年
目

5
年
目

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ，ロ」

①対象職種：技能実習２号移行対象職種と同一（技能実習
３号が整備されていない職種を除く。）

②対象者 ：所定の技能検定等（３級等）の
実技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし，優
良であることが認められるもの

※

在
留
期
間
の
更
新

※

在
留
期
間
の
更
新

○一旦帰国（１か月以上）
※ 第３号技能実習開始前又は開始後１年以内

※令和２年末時点
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外国人技能実習機構交付金

【機構概要】

○ 設置根拠 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

○ 法人形態 認可法人（法務大臣及び厚生労働大臣が設立を認可）

○ 目的 外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育
成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

○ 設立年月日 平成２９年１月２５日（設立登記日）

○ 役員 理事長 大谷 晃大
理 事 木塚 欽也

清水 洋樹
金原 主幸

監 事 杉澤 直樹
藤川 裕紀子（非常勤）

○ 資本金 1億9,304万円（国からの出資額）

○ 業務内容 １． 技能実習計画の認定

２． 実習実施者や監理団体への実地検査

３． 実習実施者の届出の受理

４． 監理団体の許可に関する調査

５． 技能実習生に対する相談・援助 等

○ 本部 〒108-0075 東京都港区海岸３-９-15 LOOP X ３階

電話番号：０３－６７１２－１５２３ （代表） ホームページ：https://www.otit.go.jp/- 18-


